
大前地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）【Ｒ７補正明許・競争】

伐 伐

林小班 区 採 面積 林齢 樹種 類別 本数 材積 一般材 低質材 計 備考

種 (ha) (本) (㎥)

202い1 Ⅱ 間伐 51.35 64 カラマツ 一般材 3,808 2082.53 729 583 1,312

低質材 4,998 3088.15 0 2,007 2,007

広葉樹 一般材 238 68.94 28 21 49

低質材 9,758 900.78 0 622 622

計 18,802 6,140.40 757 3,233 3,990

202い2 間伐 4.37 66 カラマツ 一般材 550 390.57 141 109 250

低質材 110 34.96 0 23 23

広葉樹 低質材 220 26.77 0 18 18

計 880 452.30 141 150 291

202は1 間伐 10.19 63 カラマツ 一般材 752 413.27 149 116 265

低質材 987 612.82 0 398 398

広葉樹 一般材 47 13.68 5 4 9

低質材 1,927 178.75 0 123 123

計 3,713 1,218.52 154 641 795

202は2 間伐 6.19 62 カラマツ 一般材 464 251.04 88 73 161

低質材 609 372.26 0 246 246

広葉樹 一般材 29 8.31 0 6 6

低質材 1,189 108.58 0 75 75

計 2,291 740.19 88 400 488

202わ1 Ⅱ 間伐 0.53 59 カラマツ 一般材 92 45.80 16 13 29

低質材 16 2.96 0 2 2

広葉樹 低質材 60 7.47 0 5 5

計 168 56.23 16 20 36

計 72.63 25,854 8,607.64 1,156 4,444 5,600

資材内訳表

資材 生産予定材積(㎥)

合

注１：立木仕掛品別はすべて立木
注２：すべての林小班は保育間伐活用型（列状１伐２残）
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素材 全木伐倒 7,294

伐木造材 1,313 伐倒

907 造材

プロセッサ造材 4,693

フォワーダ集運材 5,600

山元トラック運材 2,281

山元土場機械巻立 3,319

山元検知 1,156 毎木

4,444 層積

単位工程別内訳書

事業場所 材種 単位行程
予定数量
(m3)

備考

群馬県吾妻郡嬬恋村

大字干俣

字熊四郎山

202い1林小班　外



大前地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）【Ｒ７補正明許・競争】

素材 3,319

2,281

5,600計

古永井山元土場 平均運搬距離7.7ｋｍ

バラギ山元土場 平均運搬距離0ｋｍ

完了検査場所内訳書

材種 検査場所
完了予定数量

（㎥）
備考



造材寸法書

吾妻森林管理署

区分 樹種 長級 備　考

（ｍ）

一般材 スギ 2.00 16 上

3.00 14 下

16 ～ 28

30 上

4.00 14 下

16 上

ヒノキ 2.00 16 上

3.00 14 下

16 上

4.00 14 下

16 上

アカマツ 3.00 18 上

4.00 18 上

カラマツ 2.00 16 上

3.00 14 下

4.00 14 下

16 上 含む14下は除外

モミ　等 3.00 20 上

広葉樹 2.10 24 上

3.00 24 上

4.00 24 上

低質材 N 2.00 6 上

L 2.00 6 上

上記以外の樹種の長径級については別途指示する。また、需要動向により変更する場合がある。

径級

（㎝）

A材・B材は区分して椪積みすること

A材・B材は区分して椪積みすること

樹種・長級毎に巻立すること



造材寸法書
吾妻森林管理署

2.00 2.10 3.00 4.00

一般材 ス　 ギ 13下 ④ ③ 末口径に対する曲がり矢高の許容は以下のとおりとする

サワラ 14 　　１３ｃｍ下：　２５％以内

16～28 　　１４ｃｍ上：　２０％以内

30上 なお､３ｍの直材曲材区分は以下のとおりとする
ヒノキ 13下 ④ ③ 　　　　　Ａ材：　１０％以内

14 　　　　　Ｂ材：　２０％以内

16～28

30上
アカマツ

18上 ② ①
曲がりは、一方曲がりとする
品等は、日本農林規格により格付けを行う

カラマツ

16～28

30上
モミ等

20上 ①

曲がりは、一方曲がりとする
末口径に対する曲がり矢高の許容は以下のとおりとする
２０％以内
樹種はモミ・ヒメコマツ・チョウセンゴヨウマツ等とする

広葉樹 24上 ③ ② ① 品等は、日本農林規格により格付けを行う

低質材 N 全

L 全

注：　採材については、本寸法書を基準とするが、需要の動向に応じ変更することがある。
　　　 寸法書以外の採材については、その都度指示する。

14下 ④ ③

2.00 上記規格外の素材については、低質材として取扱う

曲がりは、一方曲がりとする
末口径に対する曲がり矢高の許容は以下のとおりとする
　　１４ｃｍ下：　２５％以内
　　１６ｃｍ上：　２０％以内①②

② ①
⑤

② ①
⑤

区　分 樹　種

採 材 の 優 先 順 位

備 考径級
（㎝）

長級（ｍ）


